
 

教 生 学 第 5 6 号  

令和５年（2023年）４月17日  

 

各 教 育 局 長 

各 道 立 特 別 支 援 学 校 長 

各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く） 

（各市町村立幼稚園長及び学校長） 

 

北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 泉 野 将 司  

 

各施設における送迎用バスへの安全装置の装備に当たっての留意事項

について（通知） 

このことについて、別添写しのとおり文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生

社会学習・安全課から事務連絡があったので通知します。 

送迎用バスに装備が義務付けられる安全装置については、令和５年（2023年）１月

30日付け教生学第1130号当職通知により、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安

全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストを国のホームページにて公表さ

れていることをお知らせしたところです。 

つきましては、安全装置を導入する各施設において、安全装置のリストが十分に活

用されない場合には、装置導入に当たって過度な負担が生じる可能性が危惧されます

ので、次の事項に留意の上、安全装置の選択・購入に当たっては同リストを参考とし

ていただくよう改めてお知らせします。 

記 

１ 安全装置の本体価格及び標準的な取付費用の目安について 

安全装置のリストには、各製品の「本体価格」及び標準的な「取付費用の目安」

を掲載しており、リストの掲載内容を確認した上で、安全装置を選択・購入して

いただきたいこと。 

 

（安全装置のリスト 掲載ページ） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/ 

 

２ 補助基準額について 

装備が義務付けられる施設の補助基準額については、各製品の本体価格や取付費

用を踏まえた上で、装備が義務付けられる安全装置として標準的なものを装備する

場合に、事業者負担がゼロとなるよう設定されていること。 
 

３ 安全装置の導入支援（補助事業）について 

令和５年度も引き続き国庫補助事業及び市町村に対する道補助事業は実施予定

であり、すでに教育局を経由し交付申請予定をとりまとめ中ですので、報告漏れの

ないよう留意願います。 

また、特別支援学校分については、特別支援教育課で調整中であることを申し添

えます。 

（学校安全係） 

様 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/
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事 務 連 絡 
令和５年４月１３日 

 
各都道府県・市町村保育主管課 
各都道府県・指定都市・中核市障害児支援担当課 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置く 
国 立 大 学 法 人 担 当 課 
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 
各都道府県・市町村放課後児童健全育成事業主管課 

 御中 

 
 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 安 全 対 策 課 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 認 可 外 保 育 施 設 担 当 室  
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 男 女 共 同 参 画 共 生 社 会 学 習 ・ 安 全 課
文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 
文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 特 別 支 援 教 育 課 

 
 

各施設における送迎用バスへの安全装置の装備に当たっての留意事項について 
 
 

学校や児童福祉施設の安全管理について、日頃から御理解・御尽力をいただき有難う
ございます。 

送迎用バスに装備が義務付けられる安全装置については、令和５年１月 27 日付事務
連絡のとおり、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適
合する安全装置のリストを、こども家庭庁 Web サイトにて公表し、随時更新していま
す。 

一方で、安全装置を導入する各施設において、安全装置のリストが十分に活用されな
い場合には、装置導入に当たって過度な負担が生じる可能性も危惧されるところです。 

ついては、下記に御留意の上、安全装置の選択・購入に当たっては同リストを参考と
していただくよう、改めて、別表の各施設に対して周知徹底をお願いします。 
 

記 
 

１．安全装置の本体価格及び標準的な取付費用の目安について 
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安全装置のリストには、各製品の「本体価格」及び標準的な「取付費用の目安」
を掲載しており、リストの掲載内容を確認した上で、安全装置を選択・購入してい
ただきたいこと。 

 
（安全装置のリスト 掲載ページ） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/  
 
２．補助基準額について 
  装備が義務付けられる施設の補助基準額については、各製品の本体価格や取付費

用を踏まえた上で、装備が義務付けられる安全装置として標準的なものを装備する
場合に、事業者負担がゼロとなるよう設定していること。 

 
３．安全装置の導入支援（補助事業）について 

補助事業については、令和 5 年度も引き続き実施予定であること。 
   
（別表） 

周知先 担当主管課 
域内の保育所（地域型保育事
業、認可外保育施設を含む。） 

各都道府県・市町村保育主管課 

域内の指定障害児通所支援事業 
実施事業所 

各都道府県・指定都市・中核市障害児支援担当課 

所管の幼稚園及び特別支援学校
並びに域内の市町村教育委員会 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

所轄の私立幼稚園及び私立特別
支援学校 

各都道府県私立学校主管課 

附属の幼稚園及び特別支援学校 附属幼稚園又は特別支援学校を置く国立大学法人
担当課 

域内の市区町村認定こども園主
管課及び所轄の認定こども園 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管
課 

域内の放課後児童健全育成事業
所 

各都道府県・市町村放課後児童健全育成事業主管
課 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

【問合せ先】 

●ガイドラインに適合する安全装置のリストに関すること 

こども家庭庁成育局安全対策課 事故対策係 

TEL：03-6858-0183 

●認定こども園、認可保育所及び地域型保育事業に関すること 

こども家庭庁成育局保育政策課 企画法令第一係 

TEL：03-6858-0058 

●放課後児童健全育成事業に関すること 

こども家庭庁成育局成育環境課 健全育成係 

TEL：03-6861-0303 

●指定障害児通所支援事業に関すること 

こども家庭庁支援局障害児支援課 障害児支援係 

TEL：03-6861-0063 

●認可外保育施設に関すること 

こども家庭庁成育局保育政策課 認可外保育施設担当室指導係 

TEL：03-6858-0133 

●幼稚園及び特別支援学校に関すること 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 

TEL：03-5253-4111（内線 2695） 

 


